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１月就業分の配分金は、２月２５日

(金)に会員さんの指定した金融機関の

指定口座に振り込まれますが、令和４年

１月末までに振込先金融機関を「ゆうち

ょ銀行」から「山口県信用組合」に変更

された会員さんは、２月の配分金振込か

ら「山口県信用組合」の指定口座に振り

込まれますので、ご確認ください。 
 
 

 

令和４年度の正会員年会費の受付を

しています。金額は、令和３年度と同額

の２，４００円です。４月末日が納入期

限となっていますので、お忘れのないよ

う早めの納入をお願いします。 

なお、年会費は「配分金からの控除

に関する同意書」を提出しておけば、

仮に、納入期限までにセンター事務所ま

で納入に来れなくても、５月振込の配分

金から差引かれますので安心です。 
 
 

 

 配分金振込金融機関が「ゆうちょ銀行」

のままの会員さんは、次の１又は２の手

続を当センター事務所で行ってくださ

い。大事な手続きなので２月末までに

必ずお願いします。 

１ 振込先金融機関を「山口銀行」又は

「山口県信用組合」に変更する。配分

金から振込手数料は差引かれません。 

２ 「ゆうちょ銀行」から変更しない旨

を当センターに連絡する。４月の配分

金から１件（月）につき６６円（税込）

の振込手数料が差引かれます。 

 上記の手続に併せて、「配分金から

の控除に関する同意書」を提出してく

ださい。「ゆうちょ銀行」から変更し

ない会員さんの場合、この同意書の提出

がないと配分金から振込手数料を差引

くことができませんので、４月の配分金

からは、配分金振込日に当センター事務

所で、会員さんご本人に直接お支払いす

ることしかできなくなります。 
 
 

 

 １月１９日(水)にサンパーク２階催

事場で山口県のアクティブシニア就労

応援事業として、５５歳以上の方を対象

に「健康＆おしごと説明会」が開催され

ました。健康度チェックとして、まず、

身体の健康度（血圧、握力、柔軟性など）

チェック、エーザイ㈱の「のう ＫＮＯ

Ｗ」を使っての脳の健康度チェックを受

けた後、保健師、理学療法士、作業療法

士による健康相談が受けられるもので

す。また、地元企業が求職者の仕事相談

を受けるブースも設置され、当センター
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も相談ブースを設置し、高齢者の就業相

談を受けました。 
 
 

 

 令和５年１０月から消費税の仕入税

額控除の方式として、適格請求書等保存

方式（インボイス制度）が導入されます。

「シルバー人財センターだより」（２０

２１年８月、第３３９号）にも記載しま

したが、この制度がシルバー人材センタ

ーにも適用されることになると、会員さ

んへお支払いする配分金に含まれる消

費税の仕入税額控除ができなくなり、そ

の消費税分をシルバー人材センターが

負担することになれば、事業運営が難し

くなることは必至です。 

シルバー人材センター事業について、

安定的な事業運営が可能となる措置（イ

ンボイス制度の適用除外等）を求める地

方自治法第９９条に規定する意見書（地

方議会が、当該地方公共団体の公益に関

する事件について、関係行政庁、国会両

院等に対して行う意見表明）について各

地のシルバー人材センターが議会への

陳情を行っているところです。山口県で

も周南市シルバー人材センターが、市議

会への陳情を先行して行っており、山口

県シルバー人材センター連合会から傘

下の各センターも陳情を行うよう依頼

があったところです。当センターでは、

１月２７日(木)に市議会事務局で、議長

に対して「シルバー人材センターに対す

る支援（インボイス制度の取扱い）につ

いて意見書の提出を求める陳情書」を提

出しました。議会で必要性が認められれ

ば、今後、所管委員会での説明を求めら

れることとなります。 
 
 

 

 コロナウイルスオミクロン株は、感染

力は強いが重症化率は低いとも言われ

ています。また、３回目のワクチン接種

も始まりましたが、感染しない、感染さ

せないことがなによりも大切です。 

他センターでは会員が感染したため、

その会員の就業先が困ったとの情報も

聞いています。就業先に迷惑をかけない

ためにも、引き続きマスク（不織布が適

当）の着用、手指衛生、人と人との距離

の確保等の感染予防に務めましょう。 

 

 
 
■会員数（１月末現在） 

当月 423人(男 282人,女 141人) 

前年同月 463人(男 320人,女 143人) 

■請負・委任関係（１月） 

(1) 就業延日人員・就業率(男/女) 

当月 2,365人 60.0％(58.5/63.1) 

前年同月 2,212人 52.7％(51.9/54.5) 

当年度累計 29,907人  

前年度累計 27,983人  

(2) 契約件数・契約金額 

当月 154件 11,839,792円 

前年同月 133件 13,847,155円 

当年度累計 2,406件 163,197,267円 

前年度累計 2,389件 158,800,145円 

■派遣関係（１２月） 

(1) 就業延日人員・契約金額 

当月 509人 2,791,096円 

前年同月 437人 2,440,563円 

当年度累計 4,090人 21,003,635円 

前年度累計 4,377人 23,872,130円  

事 業 実 績 

コロナ感染症対策 

インボイス制度に係る議会陳情 

 


